
   

 

 

 

 

 

様式第１－１（日本産業規格Ａ列４番） 

野 都 第  号 

令和８年５月 日 

 

 

国土交通大臣 殿 

 

 

                                 氏名又は名称 野洲市地域公共交通会議 

                                 住    所 滋賀県野洲市小篠原 2100 番地 1 

                                  代表者氏名    会長  

 

 

 

地域公共交通計画認定申請書 

 

 

 

 地域公共交通計画のうち、地域公共交通確保維持事業に係る計画を別紙のとおり定

めたので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本申請書に、記載すべき事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。 

 

 

 

令和９年度地域公共交通確保維持事業費補助金  

（地域間幹線系統確保維持費国庫補助金）認定申請書  

資料５ 

1



   

 

2



- 85 - 

6.3  

 

 10(2028)  

JR  

JR

( )  

( 2 ) 

JR

( 2) 
) 

 

 

 

 

 

 

 

( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 5(2023)

11

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



- 86 - 

10(2028)

 

 

 

 
  

 

(

) 
4(2022)

(

) 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(

) 

1/2  

5 818,000  

 

 

6 300

7 500  

 

 90

 

 

 

 

4



- 87 - 

 

 

  

[6.2 ]

 

 JR
 JR

 

 

[6.3 ]

 

  

  

  4   

  

  

  

   

 
 

 

  

 ( / ) ( ) 

  [ ]  

 JR  

 
 

12.2 3 

 

 

( )
12.4 2.5 

  [ ]  

 JR  

  10.5 1 

( ) 
JR  12.3 5 

 1 1 1  

   

5



別 紙 

 

 

令和８年５月 19日 

 

          （名称）野洲市地域公共交通会議           
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

野洲市は、ＪＲ東海道本線（琵琶湖線）が運行しており、ＪＲ野洲駅、隣接する近江

八幡市の篠原駅が立地している。野洲駅から京都駅まで約26分、大阪駅まで約55分と利

便性が高い。野洲駅を軸に、市域内に路線バス、コミュニティバス、タクシーにより構

成される公共交通機関網が広がっている。また、野洲市から守山市に向かう幹線及び野

洲市から湖南市、近江八幡市、竜王町に向かう路線が運行している。 

しかしながら、車社会の進展とともに、自家用車の普及により、当市の公共交通機関

の利用者は減少を続け、収支の悪化による減便やこれに対応する行政における負担の増

加等、運行に様々な問題が発生している。 

そこで本市では、必要な都市機能が確保され、ネットワークで結ばれるまちを基本方

針として「第２次野洲市総合計画」を令和３年４月に策定した。令和６年３月に改訂し

た「野洲市立地適正化計画」では、「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を目指す。 

このため、地域公共交通確保維持事業により、乗り継ぎが不十分である補助対象地域

間幹線系統「服部線」と市内路線「吉川線」を「錦の里」で接続し、市民の生活交通手

段を存続させていくことが必要である。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

  

「服部線」の収支率を 41％以上（令和６年度実績 47.2％）とする。 

（野洲市地域公共交通計画 P86 参照） 

 

（２）事業の効果 

 

「服部線」を維持することにより、野洲市の高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手

段が確保される。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的な運行体

系が実現できる。さらには、外出促進・地域活性化にもつながる。 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

  

転入者に対し、市内路線バスリーフレットまたは民間路線バスのホームページにアク

セス可能なＱＲコードを配布する。（野洲市） 

（野洲市地域公共交通計画 P94 参照） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

 

表１のとおり 
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別 紙 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

  
表２のとおり 

  

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

 

 利用者数や収支について、数値指標により評価を実施 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 

該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 

表４のとおり 

 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 

別添のとおり 

 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 

該当なし 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

 

 路線の運行確保と車両の取得は一体不可分なものである。 

また、各事業者においては、地域間幹線系統の運行に係る車両について、保守点検を

重ねて使用しているところだが、車齢の高いものについては、安全性と費用効率化の面

から適切な入れ替えが必要である。 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

新型ノンステップ車両を購入し、修繕費及び動力費の削減、バリアフリー化の推進に

より利便性向上・需要喚起を図る。 
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別 紙 

（２）事業の効果 

 

新たに車両を取得することにより、地域間幹線バス系統の維持や、地域で生活する高

齢者をはじめとする移動制約者の日常生活に必要不可欠な移動手段の確保の一助とな

る。さらには、県民の社会参加促進や地域活性化にもつながる。 

 併せて、修繕費や動力費の削減を行うことで収支改善に結びつけることが期待できる。 

  

13車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

表６及び表７のとおり 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

該当なし 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

 該当なし 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

 該当なし 

 

（２）事業の効果 

 

 該当なし 

 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

 該当なし 

 

18．協議会の開催状況と主な議論 

 

令和８年５月 19日（令和８年度第１回野洲市地域公共交通会議） 

事業内容について協議 
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19．利用者等の意見の反映状況 

 

 野洲市地域公共交通会議の構成員に、住民または利用者の代表として「野洲市自

治連合会」「野洲市老人クラブ連合会」「ママパスポートやす」「野洲市商工会」「野

洲工業会」の各種団体の代表者が含まれている。 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所） 滋賀県野洲市小篠原 2100番地 1  

（所 属） 都市建設部都市政策課      

（氏 名） 森岡 恵都           

（電 話） 077-587-6324          

（e-mail） tosi@city.yasu.lg.jp          

 
注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 
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野洲市 近江鉄道株式会社 (1) 服 部 線 864.5

864

※国庫補助額は、小数点以下の端数が生じる場合は、原則切り捨てで記入。

合計

表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定
者（地域間幹線系統）（令和９年度）

都道府県
（市区町村）

運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

確保維持事業
に要する国庫
補助額（千

円）

協
働
特
例
措
置

再
編
特
例
措
置
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野洲市 近江鉄道株式会社 (1) 服 部 線 859.0

859

※国庫補助額は、小数点以下の端数が生じる場合は、原則切り捨てで記入。

合計

表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予
定者（地域間幹線系統）（令和10年度）

都道府県
（市区町村）

運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

確保維持事業
に要する国庫
補助額（千

円）

協
働
特
例
措
置

再
編
特
例
措
置
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野洲市 近江鉄道株式会社 (1) 服 部 線 854.0

854

※国庫補助額は、小数点以下の端数が生じる場合は、原則切り捨てで記入。

合計

表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予
定者（地域間幹線系統）（令和11年度）

都道府県
（市区町村）

運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

確保維持事業
に要する国庫
補助額（千

円）

協
働
特
例
措
置

再
編
特
例
措
置
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表４　別表１及び別表３の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が

 　　　整備されている」と認めた市町村の一覧

都 道 府 県 名 広 域 行 政 圏 名 市 町 村 名 指 定 の 理 由

滋 賀 県 ー 守  　　山 　 　市
　県立病院（総合病院、小児保健医療センター）や複数の高等学
校等が立地することから、広域行政圏の中心市町村に準ずる生
活基盤が整備されていると認められる。

23



※関係項目抜粋
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表６　車両の取得計画の概要
（令和９年度）

都 道 府 県
（市区町村）

バ ス 事 業 者 等 名 補 助 対 象 車 両 数 車両減価償却費等に要する国庫補助額（千円）

滋賀県 近江鉄道株式会社 １台 144

（野洲市） 144

（令和10年度）

都 道 府 県
（市区町村）

バ ス 事 業 者 等 名 補 助 対 象 車 両 数 車両減価償却費等に要する国庫補助額（千円）

滋賀県 近江鉄道株式会社 １台 86

（野洲市） 86

（令和11年度）

都 道 府 県
（市区町村）

バ ス 事 業 者 等 名 補 助 対 象 車 両 数 車両減価償却費等に要する国庫補助額（千円）

滋賀県 近江鉄道株式会社 １台 52

（野洲市） 52

合計

合計

合計
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表７　車両の取得を行う事業者（車両減価償却費等国庫補助金）

１．車両取得の概要

初年度（令和 9 年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）

【車両購入金融費用】
○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

第1号
(9-1）

％ 円 ％ 円 ％ 5,886,396 円
第3号
(9-3）

％ 円 ％ 円 ％ 5,886,396 円

近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 823,429 円 近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 823,429 円 ％

近江八幡市 竜王町 592,747 円 竜王町 592,747 円

竜王町 東近江市 3,722,559 円 東近江市 3,722,559 円

東近江市 日野町 747,661 円 日野町 747,661 円

日野町 第2号
(9-2）

％ 円 ％ 円 ％ 5,886,396 円

近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 823,429 円

竜王町 592,747 円

東近江市 3,722,559 円

日野町 747,661 円

％ 円 ％ 円 ％ 17,659,188 円 ％合計 4,500,000円

948,567円

190,684円

209,719円

11,383 5,691 190,684円 190,684円

2,288 1,146 1,500,000円 56.7%

2,517 1,257 151,031円 151,031円

1,812 906 948,567円 948,567円

56.7%

209,719円 209,719円

負担額 負担割合

18,000 9,000

北近畿

1,500,000円 56.7%

北近畿

1,500,000円

負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

151,031円

その他の者 事業者自己負担 「その他の
者」の具体的

概要ｶ＋ﾂ ﾖ＋ﾈ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額

補助
ブロッ
ク名

申請
番号

負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担 「その他の者」の
具体的概要

都道府県 市区町村

千円

補助対象経費（千円） 計画額（千円） 補助ブ
ロック

名

申請
番号

負担者とその負担割合

負担割合 負担額 負担割合

計

円

B市 円

A市

円

2 円

B市

円

A市 円

1

18,000 千円 9,000 27,000,00045,000,000 18,000,000 18,000,000 31,159,188 18,000,000計 65,891,100 12,006,900 77,898,000 77,897,997

計画額（千円）

1,906,840 762,735 762,735 1,320,345 762,735

ﾍの額以内 ﾚ ｿ ﾂ ﾂ×1/2=ﾈ

申請番号
金融費用補助
対象額（円）

償還期間
（月）

借入利率（％）
年利

ﾚと2.5％のうち低い方の率
（％）

補助対象経費

2,614,446

3,300,865

2,614,446

3,794,267

12 762,735 円 382 1,144,105

12 3,794,267 円 1,897 5,691,39916,420,320 9,485,666 3,794,267 3,794,267 6,568,126

12 604,124 円 302 906,185

419 1,258,3113,630,368 2,097,185 838,874 838,874 1,452,147

12 6,000,000 円 3,000.0 9,000,000

日野町 2,792,083 508,782 3,300,865

東近江市 13,889,355 2,530,966 16,420,321

1,510,309 604,124 604,124 1,045,778 604,124竜王町 2,211,465 402,981

円 382 1,144,1053,300,865 1,906,840 762,735 762,735 1,320,345

12 3,794,267 円 1,897 5,691,3999,485,666 3,794,267 3,794,267 6,568,126 3,794,267

25,965,999

838,874 12 838,874 円近江八幡市 3,070,797 559,571 3,630,368

15,000,000 6,000,000 0 6,000,000 10,386,396 6,000,000第3号（9-3） 21,963,700 4,002,300 25,966,000

日野町 2,792,083 508,782 3,300,865

東近江市 13,889,355 2,530,966 16,420,321 16,420,320

762,735

12

604,124 12 604,124 円竜王町 2,211,465 402,981 2,614,446

近江八幡市 3,070,797 559,571 3,630,368

6,000,000 10,386,396 6,000,000

12 762,735

302 906,1852,614,446 1,510,309 604,124 604,124 1,045,778

12 838,874 円 419 1,258,311

3,794,267 12 3,794,267 円 1,897 5,691,399

2,097,185 838,874 838,874 1,452,147 838,874

6,000,000 円 3,000.0 9,000,000

3,630,368

6,000,000 0

1,510,309 604,124 604,124 1,045,778 604,124

382 1,144,105

第2号（9-2） 21,963,700 4,002,300 25,966,000 25,965,999 15,000,000

762,735 1,320,345 762,735 12 762,735 円日野町 2,792,083 508,782 3,300,865 3,300,865 1,906,840 762,735

419 1,258,311

竜王町 2,211,465 402,981 2,614,446 2,614,446

838,874 838,874 1,452,147 838,874 12

3,000.0 9,000,000

16,420,320 9,485,666 3,794,267 3,794,267 6,568,126

12 604,124 円 302 906,185

東近江市 13,889,355 2,530,966 16,420,321

近江八幡市 3,070,797 559,571 3,630,368 3,630,368 2,097,185

6,000,000 10,386,396 6,000,000 12 6,000,000 円

ﾍ-ｶ=ﾀ

第1号（9-1） 21,963,700 4,002,300 25,966,000 25,965,999 15,000,000 6,000,000 0

ﾁ ﾄ＋ﾁ＝ﾇ ﾙ ｦ ﾜ ｶ×1/2=ﾖ

838,874 円

＊残存価格
（円）車両価格 附属品価格 改造費 合計

（定率法）ﾍ×0.4＝ﾄ
（定額法）ﾍ×0.2＝ﾄ

ｦ×ﾜ÷１２（月）=ｶ
ｲ ﾛ

償却限度額
（円）

事業者償却額（円）
ﾇとﾙのうち少ない

方の額（円）
償却期間

（月）
補助対象経費 計画額

（千円）申請番号

実費購入予定費（円）＊消費税を除く
実費購入予定費合計額から備

忘価格を控除した額（円）

ﾎと限度額のう
ち少ない方の額

（円）

普通償却限度
額 特別償却額（円）

ﾊ ｲ＋ﾛ＋ﾊ＝ﾆ ﾆ-1円=ﾎ ﾍ

北近畿 第1号（9-1） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 ノンステップ

定率法

10 現金スロープ付 標準仕様 57 R8 .北近畿 第3号（9-3）
岡屋線、日八線、御園線

神崎線、八幡アウトレット線
第1,2,3,4,5,6,7号 ノンステップ

事業者名 近江鉄道株式会社

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間 確保維持費国庫補助金申請番号

R8 . 10 現金

10 現金

北近畿 第2号（9-2） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 ノンステップ スロープ付 標準仕様 57

スロープ付 標準仕様 57 R8 .

車両の種別 乗車定員（人） 車両の長さ(m) 購入等予定
年月

購入等の種別
（現金、割賦、リース）
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２年目以降（令和 9 年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）※法令で認められた場合を除き、年度間での変更不可

【車両購入金融費用】
○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

日野町 1,906,840 1,144,103 457,641 457,641 747,551 457,641 12 457,641 円 229.0 686,462

竜王町 1,510,309 906,186 362,474 362,474 592,097 362,474 12 362,474 円 181.0 543,711

東近江市 9,485,666 5,691,400 2,276,560 2,276,560 3,718,730 2,276,560 12 2,276,560 円 1,138.0 3,414,840

第4号（8-4） 15,000,000 9,000,000 3,600,000 3,600,000 5,880,552 3,600,000 12 3,600,000 円 1,800.0 5,400,000

近江八幡市 2,097,185 1,258,311 503,325 503,325 822,174 503,325 12 503,325 円 252.0 754,987

東近江市 9,485,666 5,691,400 2,276,560 2,276,560 3,718,730 2,276,560 12 2,276,560 円 1,138.0 3,414,840

日野町 1,906,840 1,144,103 457,641 457,641 747,551 457,641 12 457,641 円 229.0 686,462

近江八幡市 2,097,185 1,258,311 503,325 503,325 822,174 503,325 12 503,325 円 252.0 754,987

竜王町 1,510,309 906,186 362,474 362,474 592,097 362,474 12 362,474 円 181.0 543,711

日野町 1,906,840 1,144,103 457,641 457,641 747,551 457,641 12 457,641 円 229.0 686,462

第3号（8-3） 15,000,000 9,000,000 3,600,000 3,600,000 5,880,552 3,600,000 12 3,600,000 円 1,800.0 5,400,000

竜王町 1,510,309 906,186 362,474 362,474 592,097 362,474 12 362,474 円 181.0 543,711

東近江市 9,485,666 5,691,400 2,276,560 2,276,560 3,718,730 2,276,560 12 2,276,560 円 1,138.0 3,414,840

第2号（8-2） 15,000,000 9,000,000 3,600,000 3,600,000 5,880,552 3,600,000 12 3,600,000 円 1,800.0 5,400,000

近江八幡市 2,097,185 1,258,311 503,325 503,325 822,174 503,325 12 503,325 円 252.0 754,987

東近江市 9,485,666 5,691,400 2,276,560 2,276,560 3,718,730 2,276,560 12 2,276,560 円 1,138.0 3,414,840

日野町 1,906,840 1,144,103 457,641 457,641 747,551 457,641 12 457,641 円 229.0 686,462

503,325 円 252.0 754,987

竜王町 1,510,309 906,186 362,474 362,474 592,097 362,474 12 362,474 円 181.0 543,711

第2号（9-2）
岡屋線、日八線、御園線

神崎線、八幡アウトレット線
第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第3号（9-3） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

第1号（8-1） 15,000,000 9,000,000 3,600,000 3,600,000 5,880,552 3,600,000 12 3,600,000 円 1,800.0

12 1,365,936 円 683.0

12 301,995 円 151.0

12 274,584 円

千円

円

計

円

B市

円

A市

円

2

円

B市

円

A市

1

補助対象経費 計画額（千円）

（自） （至）ﾅの額以内＝ｺ ｴ ﾃ ｱ ｱ×1/2=ｻ

申請番号
金融費用補助
対象額（円）

償還期間
（月）

今年度償還回数 借入利率（％）
年利

ｴと2.5％のうち
低い方の率

（％）

23,404 千円 11,702 35,105,698

137.0 411,877

計 135,000,000 58,509,496 23,403,798 23,403,798 37,330,800 23,403,798

274,584 391,064 274,584 12 274,584 円

5,400,000

近江八幡市 2,097,185 1,258,311 503,325 503,325 822,174 503,325 12

2,048,904

日野町 1,906,840 686,462 274,584

109.0 326,227

東近江市 9,485,666 3,414,840 1,365,936 1,365,936 1,945,366 1,365,936

217,485 309,741 217,485 12 217,485 円

452,992

竜王町 1,510,309 543,711 217,485

1,080.0 3,240,000

近江八幡市 2,097,185 754,987 301,995 301,995 430,101 301,995

2,160,000 3,076,272 2,160,000 12 2,160,000 円

137.0 411,877

第2号（7-2） 15,000,000 5,400,000 2,160,000

683.0 2,048,904

日野町 1,906,840 686,462 274,584 274,584 391,064 274,584

1,365,936 1,945,366 1,365,936 12 1,365,936 円

12 217,485 円 109.0 326,227

東近江市 9,485,666 3,414,840 1,365,936

151.0 452,992

竜王町 1,510,309 543,711 217,485 217,485 309,741 217,485

301,995 430,101 301,995 12 301,995 円

12 2,160,000 円 1,080.0 3,240,000

近江八幡市 2,097,185 754,987 301,995

96.0 288,314

第1号（7-1） 15,000,000 5,400,000 2,160,000 2,160,000 3,076,272 2,160,000

192,210 291,587 192,210 12 192,210 円

12 956,155 円 478.0 1,434,233

日野町 1,906,840 480,523 192,210

76.0 228,359

東近江市 9,485,666 2,390,388 956,155 956,155 1,450,518 956,155

152,239 230,952 152,239 12 152,239 円

12 211,396 円 106.0 317,094

竜王町 1,510,309 380,598 152,239

756.0 2,268,000

近江八幡市 2,097,185 528,491 211,396 211,396 320,695 211,396

1,512,000 2,293,752 1,512,000 12 1,512,000 円

12 1,224,720 円 612.0 1,837,080

第3号（6-3） 15,000,000 3,780,000 1,512,000

144.0 430,920

守山市 12,150,000 3,061,800 1,224,720 1,224,720 2,060,426 1,224,720

287,280 483,310 287,280 12 287,280 円野洲市 2,850,000 718,200 287,280

1,543,613

第2号（6-2） 15,000,000 3,780,000 1,512,000 1,512,000 2,543,736 1,512,000 12

1,747,507 1,029,075 12 1,029,075 円 514.8草津市 9,300,000 2,572,688 1,029,075 1,029,075

円 315.0大津市 5,700,000 1,576,808 630,723 630,723

12 1,659,798 円 829.8 2,489,698

1,512,000 円 756.0 2,268,000

946,085

ﾏ×1/2=ｹ ﾗ-ﾏ=ﾌ

第1号（6-1） 15,000,000 4,149,496 1,659,798 1,659,798 2,818,560 1,659,798

＊残存価格
（円）

前年度ﾌ（2年目のみ
ﾀ）の額＝ﾗ

（定率法）ﾗ×0.4＝ム
（定額法）ﾅ×0.2＝ム

ｸ×ﾔ÷１２（月）=ﾏ
（最終年度）ｸ＝ﾏ初年度ﾍの額＝ﾅ ｳ ﾑ＋ｳ＝ﾉ ｵ ｸ ﾔ

償却限度額
（円）

事業者償却額
（円）

ﾉとｵのうち少ない方
の額（円）

償却期間（月）
補助対象経費

計画額（千円）

1,071,053 630,723 12 630,723

定率法

申請番号

補助対象限度
額（円）

残存価額（円）
普通償却限度

額 特別償却額（円）

北近畿 第4号（8-4） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第2号（7-2） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第3号（8-3） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第1号（7-1） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第1号（9-1） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿

北近畿 第2号（8-2） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第3号（6-3） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第1号（8-1）
岡屋線、日八線、御園線

神崎線、八幡アウトレット線
第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第2号（6-2） 服部線 第9号 第9号

確保維持費国庫補助金申請番号

当該年度 初年度 当該年度 初年度

北近畿 第1号（6-1） 近江大橋線 第8号 第8号

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金申請番号

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
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【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

第1号（6-1） ％ 円 ％ 円 ％ 1,573,810 円 ％ 第1号（8-1） ％ 円 ％ 円 ％ 3,180,552 円 ％

大津市 ％ 円 ％ 円 ％ 598,372 円 ％ 近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 444,343 円 ％

大津市 草津市 ％ 円 ％ 円 ％ 975,438 円 ％ 竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 320,479 円 ％

草津市 第2号（6-2） ％ 円 ％ 円 ％ 1,409,736 円 ％ 東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 2,011,590 円 ％

野洲市 野洲市 ％ 円 ％ 円 ％ 267,490 円 ％ 日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 404,141 円 ％

守山市 守山市 ％ 円 ％ 円 ％ 1,142,246 円 ％ 第2号（8-2） ％ 円 ％ 円 ％ 3,180,552 円 ％

近江八幡市 第3号（6-3） ％ 円 ％ 円 ％ 1,159,752 円 ％ 近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 444,343 円 ％

竜王町 近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 161,846 円 ％ 竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 320,479 円 ％

東近江市 竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 116,892 円 ％ 東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 2,011,590 円 ％

日野町 東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 733,479 円 ％ 日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 404,141 円 ％

日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 147,535 円 ％ 第3号（8-3） ％ 円 ％ 円 ％ 3,180,552 円 ％

第1号（7-1） ％ 円 ％ 円 ％ 1,581,322 円 ％ 近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 444,343 円 ％

近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 203,602 円 ％ 竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 320,479 円 ％

竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 146,370 円 ％ 東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 2,011,590 円 ％

東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 920,882 円 ％ 日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 404,141 円 ％

日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 310,468 円 ％ 第4号（8-4） ％ 円 ％ 円 ％ 3,180,552 円 ％

第2号（7-2） ％ 円 ％ 円 ％ 1,456,272 円 ％ 近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 444,343 円 ％

近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 203,602 円 ％ 竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 320,479 円 ％

竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 146,370 円 ％ 東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 2,011,590 円 ％

東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 920,882 円 ％ 日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 404,141 円 ％

日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 185,418 円 ％ ％ 円 ％ 円 ％ 19,903,101 円 ％

北近畿

900,000円

125,831円

90,619円

569,140円

114,410円

900,000円

125,831円

90,619円

569,140円

114,410円北近畿

900,000円

125,831円

90,619円

569,140円

114,410円

900,000円

125,831円

569,140円

114,410円

5,850,950円

2,037 1,018 52,849円

54,371円

12,794 6,396 38,060円

341,484円

90,619円

68,646円

75,499円

378,000円

341,484円

287 144 71,820円

68,646円

2,572 1,286 239,039円

540,000円

540,000円

48,053円

合計

157,681円

75,499円

631 315 257,269円

54,371円

負担額 負担割合 負担額 負担割合

23,404 11,702

414,950円

負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

1,225 612 306,180円

2,829 1,416 378,000円

1,029 515

その他の者 事業者自己負担 「その他の
者」の具体的

概要ﾏ＋ｱ ｹ＋ｻ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額

補助
ブロッ
ク名

申請
番号

負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の者」の

具体的概要

都道府県 市区町村
補助対象経費（千円） 計画額（千円） 補助ブ

ロック
名

申請
番号

負担者とその負担割合

負担割合
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３年目以降（令和 10 年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）※法令で認められた場合を除き、年度間での変更不可

【車両購入金融費用】
○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

東近江市 9,485,666 5,691,400 2,276,560 2,276,560 3,940,877 2,276,560 12 2,276,560 円 1,138.0 3,414,840

日野町 1,906,840 1,144,103 457,641 457,641 792,208 457,641 12 457,641 円 229.0 686,462

近江八幡市 2,097,185 1,258,311 503,325 503,325 871,288 503,325 12 503,325 円 252.0 754,987

竜王町 1,510,309 906,186 362,474 362,474 627,467 362,474 12 362,474 円 181.0 543,711

日野町 1,906,840 1,144,103 457,641 457,641 792,208 457,641 12 457,641 円 229.0 686,462

第3号（9-3） 15,000,000 9,000,000 3,600,000 3,600,000 6,231,840 3,600,000 12 3,600,000 円 1,800.0 5,400,000

竜王町 1,510,309 906,186 362,474 362,474 627,467 362,474 12 362,474 円 181.0 543,711

東近江市 9,485,666 5,691,400 2,276,560 2,276,560 3,940,877 2,276,560 12 2,276,560 円 1,138.0 3,414,840

第2号（9-2） 15,000,000 9,000,000 3,600,000 3,600,000 6,231,840 3,600,000 12 3,600,000 円 1,800.0 5,400,000

近江八幡市 2,097,185 1,258,311 503,325 503,325 871,288 503,325 12 503,325 円 252.0 754,987

東近江市 9,485,666 5,691,400 2,276,560 2,276,560 3,940,877 2,276,560 12 2,276,560 円 1,138.0 3,414,840

日野町 1,906,840 1,144,103 457,641 457,641 792,208 457,641 12 457,641 円 229.0 686,462

503,325 円 252.0 754,987

竜王町 1,510,309 906,186 362,474 362,474 627,467 362,474 12 362,474 円 181.0 543,711

北近畿 第2号（9-2）
岡屋線、日八線、御園線

神崎線、八幡アウトレット線
第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第3号（9-3） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

第1号（9-1） 15,000,000 9,000,000 3,600,000 3,600,000 6,231,840 3,600,000 12 3,600,000 円 1,800.0

12 1,365,936 円 683.0

12 301,995 円 151.0

12 274,584

千円

円

計

円

B市

円

A市

円

2

円

B市

円

A市

1

補助対象経費 計画額（千円）

（自） （至）
ﾅの額以内＝ｺ ｴ ﾃ ｱ ｱ×1/2=ｻ

申請番号
金融費用補助
対象額（円）

償還期間
（月）

今年度償還回数 借入利率（％）
年利

ｴと2.5％のうち
低い方の率

（％）

24,842 千円 12,421 37,263,419

137.0 411,877

計 180,000,000 62,105,698 24,842,279 24,842,279 43,165,319 24,842,279

274,584 448,531 274,584 12 274,584 円

5,400,000

近江八幡市 2,097,185 1,258,311 503,325 503,325 871,288 503,325 12

2,048,904

日野町 1,906,840 686,462 274,584

109.0 326,227

東近江市 9,485,666 3,414,840 1,365,936 1,365,936 2,231,241 1,365,936

217,485 355,259 217,485 12 217,485 円

452,992

竜王町 1,510,309 543,711 217,485

1,080.0 3,240,000

近江八幡市 2,097,185 754,987 301,995 301,995 493,305 301,995

2,160,000 3,528,336 2,160,000 12 2,160,000 円

円 137.0 411,877

第4号（8-4） 15,000,000 5,400,000 2,160,000

683.0 2,048,904

日野町 1,906,840 686,462 274,584 274,584 448,531 274,584

1,365,936 2,231,241 1,365,936 12 1,365,936 円

12 217,485 円 109.0 326,227

東近江市 9,485,666 3,414,840 1,365,936

151.0 452,992

竜王町 1,510,309 543,711 217,485 217,485 355,259 217,485

301,995 493,305 301,995 12 301,995 円

12 2,160,000 円 1,080.0 3,240,000

近江八幡市 2,097,185 754,987 301,995

137.0 411,877

第3号（8-3） 15,000,000 5,400,000 2,160,000 2,160,000 3,528,336 2,160,000

274,584 448,531 274,584 12 274,584 円

12 1,365,936 円 683.0 2,048,904

日野町 1,906,840 686,462 274,584

109.0 326,227

東近江市 9,485,666 3,414,840 1,365,936 1,365,936 2,231,241 1,365,936

217,485 355,259 217,485 12 217,485 円

12 301,995 円 151.0 452,992

竜王町 1,510,309 543,711 217,485

1,080.0 3,240,000

近江八幡市 2,097,185 754,987 301,995 301,995 493,305 301,995

2,160,000 3,528,336 2,160,000 12 2,160,000 円

12 274,584 円 137.0 411,877

第2号（8-2） 15,000,000 5,400,000 2,160,000

683.0 2,048,904

日野町 1,906,840 686,462 274,584 274,584 448,531 274,584

1,365,936 2,231,241 1,365,936 12 1,365,936 円

12 217,485 円 109.0 326,227

東近江市 9,485,666 3,414,840 1,365,936

151.0 452,992

竜王町 1,510,309 543,711 217,485 217,485 355,259 217,485

301,995 493,305 301,995 12 301,995 円

12 2,160,000 円 1,080.0 3,240,000

近江八幡市 2,097,185 754,987 301,995

82.0 247,127

第1号（8-1） 15,000,000 5,400,000 2,160,000 2,160,000 3,528,336 2,160,000

164,750 293,298 164,750 12 164,750 円

12 819,562 円 410.0 1,229,342

日野町 1,906,840 411,877 164,750

65.0 195,736

東近江市 9,485,666 2,048,904 819,562 819,562 1,459,024 819,562

130,491 232,306 130,491 12 130,491 円

12 181,197 円 91.0 271,795

竜王町 1,510,309 326,227 130,491

648.0 1,944,000

近江八幡市 2,097,185 452,992 181,197 181,197 322,576 181,197

1,296,000 2,307,204 1,296,000 12 1,296,000 円

12 164,750 円 82.0 247,127

第2号（7-2） 15,000,000 3,240,000 1,296,000

410.0 1,229,342

日野町 1,906,840 411,877 164,750 164,750 293,298 164,750

819,562 1,459,024 819,562 12 819,562 円

12 130,491 円 65.0 195,736

東近江市 9,485,666 2,048,904 819,562

91.0 271,795

竜王町 1,510,309 326,227 130,491 130,491 232,306 130,491

181,197 322,576 181,197 12 181,197 円

12 1,296,000 円 648.0 1,944,000

近江八幡市 2,097,185 452,992 181,197

57.6 172,988

第1号（7-1） 15,000,000 3,240,000 1,296,000 1,296,000 2,307,204 1,296,000

115,325 218,690 115,325 12 115,325 円

12 573,693 円 287.0 860,540

日野町 1,906,840 288,314 115,325

46.0 137,015

東近江市 9,485,666 1,434,233 573,693 573,693 1,087,888 573,693

91,344 173,214 91,344 12 91,344 円

12 126,838 円 63.0 190,257

竜王町 1,510,309 228,359 91,344

453.6 1,360,800

近江八幡市 2,097,185 317,094 126,838 126,838 240,521 126,838

907,200 1,720,313 907,200 12 907,200 円

12 734,832 円 367.6 1,102,248

第3号（6-3） 15,000,000 2,268,000 907,200

86.0 258,552

守山市 12,150,000 1,837,080 734,832 734,832 1,545,324 734,832

172,368 362,484 172,368 12 172,368 円野洲市 2,850,000 430,920 172,368

926,168

第2号（6-2） 15,000,000 2,268,000 907,200 907,200 1,907,808 907,200 12

1,310,634 617,445 12 617,445 円 308.9草津市 9,300,000 1,543,613 617,445 617,445

円 189.0大津市 5,700,000 946,085 378,434 378,434

12 995,879 円 497.9 1,493,819

907,200 円 453.6 1,360,800

567,651

ﾏ×1/2=ｹ ﾗ-ﾏ=ﾌ

第1号（6-1） 15,000,000 2,489,698 995,879 995,879 2,113,926 995,879

＊残存価格
（円）

前年度ﾌ（2年目のみ
ﾀ）の額＝ﾗ

（定率法）ﾗ×0.4＝ム
（定額法）ﾅ×0.2＝ム

ｸ×ﾔ÷１２（月）=ﾏ
（最終年度）ｸ＝ﾏ初年度ﾍの額＝ﾅ ｳ ﾑ＋ｳ＝ﾉ ｵ ｸ ﾔ

償却限度額
（円）

事業者償却額
（円）

ﾉとｵのうち少ない方
の額（円）

償却期間（月）
補助対象経費

計画額（千円）

803,292 378,434 12 378,434

第8号 北近畿

定率法

申請番号

補助対象限度
額（円）

残存価額（円）
普通償却限度

額 特別償却額（円）

第4号（8-4） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第2号（7-2） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

第3号（8-3） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第1号（7-1） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号 北近畿

北近畿 第1号（9-1） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金申請番号

補助ブロック名

第2号（8-2） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第3号（6-3） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号 北近畿

第1号（8-1）
岡屋線、日八線、御園線

神崎線、八幡アウトレット線
第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第2号（6-2） 服部線 第9号 第9号 北近畿

北近畿 第1号（6-1） 近江大橋線 第8号

申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金申請番号

当該年度 初年度 当該年度 初年度
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【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

第1号（6-1） ％ 円 ％ 円 ％ 1,367,056 円 ％ 第1号（8-1） ％ 円 ％ 円 ％ 1,908,336 円 ％

大津市 ％ 円 ％ 円 ％ 519,684 円 ％ 近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 266,806 円 ％

大津市 草津市 ％ 円 ％ 円 ％ 847,373 円 ％ 竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 191,888 円 ％

草津市 第2号（6-2） ％ 円 ％ 円 ％ 1,227,408 円 ％ 東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 1,206,757 円 ％

野洲市 野洲市 ％ 円 ％ 円 ％ 233,392 円 ％ 日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 242,885 円 ％

守山市 守山市 ％ 円 ％ 円 ％ 994,016 円 ％ 第2号（8-2） ％ 円 ％ 円 ％ 1,908,336 円 ％

近江八幡市 第3号（6-3） ％ 円 ％ 円 ％ 1,039,913 円 ％ 近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 266,806 円 ％

竜王町 近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 145,812 円 ％ 竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 191,888 円 ％

東近江市 竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 104,378 円 ％ 東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 1,206,757 円 ％

日野町 東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 657,465 円 ％ 日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 242,885 円 ％

日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 132,259 円 ％ 第3号（8-3） ％ 円 ％ 円 ％ 1,908,336 円 ％

第1号（7-1） ％ 円 ％ 円 ％ 1,335,204 円 ％ 近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 266,806 円 ％

近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 186,277 円 ％ 竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 191,888 円 ％

竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 134,683 円 ％ 東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 1,206,757 円 ％

東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 844,134 円 ％ 日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 242,885 円 ％

日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 170,111 円 ％ 第4号（8-4） ％ 円 ％ 円 ％ 1,908,336 円 ％

第2号（7-2） ％ 円 ％ 円 ％ 1,335,204 円 ％ 近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 266,806 円 ％

近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 186,277 円 ％ 竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 191,888 円 ％

竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 134,683 円 ％ 東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 1,206,757 円 ％

東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 844,134 円 ％ 日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 242,885 円 ％

日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 170,111 円 ％ ％ 円 ％ 円 ％ 13,938,129 円 ％41,188円 合計 3,510,570円

32,623円 341,484円

204,891円 68,646円

324,000円 75,499円

45,299円 54,371円

204,891円 68,646円

41,188円 540,000円

45,299円 54,371円

32,623円 341,484円

28,831円 540,000円

324,000円 75,499円

2,916 1,457 143,423円 68,646円

540,000円

172 86 43,092円 68,646円

617 309 226,800円 341,484円

14,506 7,253 22,836円 341,484円

2,310 1,155 31,710円 54,371円

3,207 1,605 226,800円 75,499円

378 189 154,361円 54,371円

540,000円

94,609円 75,499円

負担額 負担割合 負担額 負担割合

24,842 12,421

北近畿

248,970円

北近畿

負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

735 368 183,708円

その他の者 事業者自己負担 「その他の
者」の具体的

概要ﾏ＋ｱ ｹ＋ｻ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額

補助
ブロッ
ク名

申請
番号

負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の者」の

具体的概要

都道府県 市区町村
補助対象経費（千円） 計画額（千円） 補助ブ

ロック
名

申請
番号

負担者とその負担割合

負担割合
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３年目以降（令和 11 年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）※法令で認められた場合を除き、年度間での変更不可

【車両購入金融費用】
○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

東近江市 9,485,666 3,414,840 1,365,936 1,365,936 2,364,526 1,365,936 12 1,365,936 円 683.0 2,048,904

日野町 1,906,840 686,462 274,584 274,584 475,325 274,584 12 274,584 円 137.0 411,877

近江八幡市 2,097,185 754,987 301,995 301,995 522,773 301,995 12 301,995 円 151.0 452,992

竜王町 1,510,309 543,711 217,485 217,485 376,480 217,485 12 217,485 円 109.0 326,227

日野町 1,906,840 686,462 274,584 274,584 475,325 274,584 12 274,584 円 137.0 411,877

第3号（9-3） 15,000,000 5,400,000 2,160,000 2,160,000 3,739,104 2,160,000 12 2,160,000 円 1,080.0 3,240,000

竜王町 1,510,309 543,711 217,485 217,485 376,480 217,485 12 217,485 円 109.0 326,227

東近江市 9,485,666 3,414,840 1,365,936 1,365,936 2,364,526 1,365,936 12 1,365,936 円 683.0 2,048,904

第2号（9-2） 15,000,000 5,400,000 2,160,000 2,160,000 3,739,104 2,160,000 12 2,160,000 円 1,080.0 3,240,000

近江八幡市 2,097,185 754,987 301,995 301,995 522,773 301,995 12 301,995 円 151.0 452,992

東近江市 9,485,666 3,414,840 1,365,936 1,365,936 2,364,526 1,365,936 12 1,365,936 円 683.0 2,048,904

日野町 1,906,840 686,462 274,584 274,584 475,325 274,584 12 274,584 円 137.0 411,877

301,995 円 151.0 452,992

竜王町 1,510,309 543,711 217,485 217,485 376,480 217,485 12 217,485 円 109.0 326,227

岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第3号（9-3） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

第1号（9-1） 15,000,000 5,400,000 2,160,000 2,160,000 3,739,104 2,160,000 12 2,160,000 円 1,080.0

12 819,562 円 410.0

12 181,197 円 91.0

12 164,750 円 82.0

千円

円

計

円

B市

円

A市

円

2

円

B市

円

A市

1

補助対象経費 計画額（千円）

（自） （至）ﾅの額以内＝ｺ ｴ ﾃ ｱ ｱ×1/2=ｻ

申請番号
金融費用補助
対象額（円）

償還期間
（月）

今年度償還回数 借入利率（％）
年利

ｴと2.5％のうち
低い方の率

（％）

14,905 千円 7,453 22,358,051

82.0 247,127

計 180,000,000 37,263,419 14,905,367 14,905,367 35,687,111 14,905,367

164,750 448,531 164,750 12 164,750 円

3,240,000

近江八幡市 2,097,185 754,987 301,995 301,995 522,773 301,995 12

1,229,342

日野町 1,906,840 411,877 164,750

65.0 195,736

東近江市 9,485,666 2,048,904 819,562 819,562 2,231,241 819,562

130,491 355,259 130,491 12 130,491 円

271,795

竜王町 1,510,309 326,227 130,491

648.0 1,944,000

近江八幡市 2,097,185 452,992 181,197 181,197 493,305 181,197

1,296,000 3,528,336 1,296,000 12 1,296,000 円

247,127

第4号（8-4） 15,000,000 3,240,000 1,296,000

410.0 1,229,342

日野町 1,906,840 411,877 164,750 164,750 448,531 164,750

819,562 2,231,241 819,562 12 819,562 円

12 130,491 円 65.0 195,736

東近江市 9,485,666 2,048,904 819,562

91.0 271,795

竜王町 1,510,309 326,227 130,491 130,491 355,259 130,491

181,197 493,305 181,197 12 181,197 円

12 1,296,000 円 648.0 1,944,000

近江八幡市 2,097,185 452,992 181,197

82.0 247,127

第3号（8-3） 15,000,000 3,240,000 1,296,000 1,296,000 3,528,336 1,296,000

164,750 448,531 164,750 12 164,750 円

12 819,562 円 410.0 1,229,342

日野町 1,906,840 411,877 164,750

65.0 195,736

東近江市 9,485,666 2,048,904 819,562 819,562 2,231,241 819,562

130,491 355,259 130,491 12 130,491 円

12 181,197 円 91.0 271,795

竜王町 1,510,309 326,227 130,491

648.0 1,944,000

近江八幡市 2,097,185 452,992 181,197 181,197 493,305 181,197

1,296,000 3,528,336 1,296,000 12 1,296,000 円

12 164,750 円 82.0 247,127

第2号（8-2） 15,000,000 3,240,000 1,296,000

410.0 1,229,342

日野町 1,906,840 411,877 164,750 164,750 448,531 164,750

819,562 2,231,241 819,562 12 819,562 円

12 130,491 円 65.0 195,736

東近江市 9,485,666 2,048,904 819,562

91.0 271,795

竜王町 1,510,309 326,227 130,491 130,491 355,259 130,491

181,197 493,305 181,197 12 181,197 円

12 1,296,000 円 648.0 1,944,000

近江八幡市 2,097,185 452,992 181,197

49.8 148,276

第1号（8-1） 15,000,000 3,240,000 1,296,000 1,296,000 3,528,336 1,296,000

98,851 293,298 98,851 12 98,851 円

12 491,737 円 246.0 737,605

日野町 1,906,840 247,127 98,851

39.0 117,442

東近江市 9,485,666 1,229,342 491,737 491,737 1,459,024 491,737

78,294 232,306 78,294 12 78,294 円

12 108,718 円 54.0 163,077

竜王町 1,510,309 195,736 78,294

388.8 1,166,400

近江八幡市 2,097,185 271,795 108,718 108,718 322,576 108,718

777,600 2,307,204 777,600 12 777,600 円

12 98,851 円 49.8 148,276

第2号（7-2） 15,000,000 1,944,000 777,600

246.0 737,605

日野町 1,906,840 247,127 98,851 98,851 293,298 98,851

491,737 1,459,024 491,737 12 491,737 円

12 78,294 円 39.0 117,442

東近江市 9,485,666 1,229,342 491,737

54.0 163,077

竜王町 1,510,309 195,736 78,294 78,294 232,306 78,294

108,718 322,576 108,718 12 108,718 円

12 777,600 円 388.8 1,166,400

近江八幡市 2,097,185 271,795 108,718

35.2 103,793

第1号（7-1） 15,000,000 1,944,000 777,600 777,600 2,307,204 777,600

69,195 218,690 69,195 12 69,195 円

12 344,216 円 172.0 516,324

日野町 1,906,840 172,988 69,195

27.0 82,209

東近江市 9,485,666 860,540 344,216 344,216 1,087,888 344,216

54,806 173,214 54,806 12 54,806 円

12 76,103 円 38.0 114,154

竜王町 1,510,309 137,015 54,806

272.2 816,480

近江八幡市 2,097,185 190,257 76,103 76,103 240,521 76,103

544,320 1,720,313 544,320 12 544,320 円

12 440,899 円 220.2 661,349

第3号（6-3） 15,000,000 1,360,800 544,320

52.0 155,131

守山市 12,150,000 1,102,248 440,899 440,899 1,545,324 440,899

103,421 362,484 103,421 12 103,421 円野洲市 2,850,000 258,552 103,421

555,700

第2号（6-2） 15,000,000 1,360,800 544,320 544,320 1,907,808 544,320 12

1,310,634 370,467 12 370,467 円 184.8草津市 9,300,000 926,168 370,467 370,467

円 114.0大津市 5,700,000 567,651 227,060 227,060

12 597,527 円 298.8 896,291

544,320 円 272.2 816,480

340,591

ﾏ×1/2=ｹ ﾗ-ﾏ=ﾌ

第1号（6-1） 15,000,000 1,493,819 597,527 597,527 2,113,926 597,527

＊残存価格
（円）

前年度ﾌ（2年目のみ
ﾀ）の額＝ﾗ

（定率法）ﾗ×0.4＝ム
（定額法）ﾅ×0.2＝ム

ｸ×ﾔ÷１２（月）=ﾏ
（最終年度）ｸ＝ﾏ初年度ﾍの額＝ﾅ ｳ ﾑ＋ｳ＝ﾉ ｵ ｸ ﾔ

償却限度額
（円）

事業者償却額
（円）

ﾉとｵのうち少ない方
の額（円）

償却期間（月）
補助対象経費

計画額（千円）

803,292 227,060 12 227,060

定率法

申請番号

補助対象限度
額（円）

残存価額（円）
普通償却限度

額 特別償却額（円）

第2号（8-4） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第2号（7-2） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

第1号（8-3） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第1号（7-1） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号 北近畿

北近畿 第1号（9-1） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第2号（9-2）

第2号（8-2） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第3号（6-3） 岡屋線、日八線、御園線
神崎線、八幡アウトレット線

第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号 北近畿

第1号（8-1）
岡屋線、日八線、御園線

神崎線、八幡アウトレット線
第1,2,3,4,5,6,7号 第1,2,3,4,5,6,7号

北近畿 第2号（6-2） 服部線 第9号 第9号 北近畿

北近畿 第1号（6-1） 近江大橋線 第8号 第8号 北近畿

申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金申請番号

当該年度 初年度 当該年度 初年度

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金申請番号

補助ブロック名
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【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

第1号（6-1） ％ 円 ％ 円 ％ 1,665,744 円 ％ 第1号（8-1） ％ 円 ％ 円 ％ 2,556,336 円 ％

大津市 ％ 円 ％ 円 ％ 632,527 円 ％ 近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 357,006 円 ％

大津市 草津市 ％ 円 ％ 円 ％ 1,033,217 円 ％ 竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 257,636 円 ％

草津市 第2号（6-2） ％ 円 ％ 円 ％ 1,499,528 円 ％ 東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 1,616,351 円 ％

野洲市 野洲市 ％ 円 ％ 円 ％ 284,629 円 ％ 日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 325,344 円 ％

守山市 守山市 ％ 円 ％ 円 ％ 1,214,899 円 ％ 第2号（8-2） ％ 円 ％ 円 ％ 2,556,336 円 ％

近江八幡市 第3号（6-3） ％ 円 ％ 円 ％ 1,312,033 円 ％ 近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 357,006 円 ％

竜王町 近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 183,495 円 ％ 竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 257,636 円 ％

東近江市 竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 132,513 円 ％ 東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 1,616,351 円 ％

日野町 東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 829,834 円 ％ 日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 325,344 円 ％

日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 166,191 円 ％ 第3号（8-3） ％ 円 ％ 円 ％ 2,556,336 円 ％

第1号（7-1） ％ 円 ％ 円 ％ 1,724,004 円 ％ 近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 357,006 円 ％

近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 241,397 円 ％ 竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 257,636 円 ％

竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 173,733 円 ％ 東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 1,616,351 円 ％

東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 1,090,090 円 ％ 日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 325,344 円 ％

日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 218,785 円 ％ 第4号（8-4） ％ 円 ％ 円 ％ 2,556,336 円 ％

第2号（7-2） ％ 円 ％ 円 ％ 1,724,004 円 ％ 近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 357,006 円 ％

近江八幡市 ％ 円 ％ 円 ％ 241,397 円 ％ 竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 257,636 円 ％

竜王町 ％ 円 ％ 円 ％ 173,733 円 ％ 東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 1,616,351 円 ％

東近江市 ％ 円 ％ 円 ％ 1,090,090 円 ％ 日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 325,344 円 ％

日野町 ％ 円 ％ 円 ％ 218,785 円 ％ ％ 円 ％ 円 ％ 18,150,657 円 ％

(1) 記載要領
 
 　2.「確保維持費国庫補助金申請番号」の欄には、補助申請車両の配車予定の運行系統に係る確保維持費補助金の申請番号を記載すること。
 　3.「車両の種別」の欄は、ノンステップ型スロープもしくはリフト付き車両（標準仕様又はそれ以外の車両）、ワンステップ型スロープもしくはリフト付き車両、小型車両、都市間連絡用車両の別がわかるように記載すること。
 　4.「乗車定員」の欄には、座席数（運転席を含む）に立席数を加えた数を記載すること。なお、立席は座席を除いた面積を１人当りの専有面積0.14平方メートルで除した数とする（道路運送車両の保安基準第24条、第53条）。
　 5.「車両の長さ」の欄は、小数点第１位（第２位以下切捨て）まで記載すること。
   6.「実費購入予定費」の欄は、車両価格、附属品価格、改造費それぞれを確認できる資料を提出したうえで記載すること。なお、２年目以降の車両については、売買契約書等により確認することとする。
   7.【車両購入金融費用】の「補助対象経費」の借入利率は、実借入利率で算出した額を計上すること。（補助上限：年2.5%）
   8.【車両購入金融費用】は、売買契約書等によるほか、償還期間に係る償還表を提出すること。なお、初年度については見積書等の提出で足りることとする。
　 9.「計画額」の欄は、車両ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。
  10. リース車両についても当該記載要領を準用し、リース契約書・見積書による他、車両等価格及び金融費用相当額が確認できる資料を提出したうえで記載すること。
　11.【普通償却限度額】のト欄は、平成２４年４月１日以降に取得された減価償却資産で、定率法により償却される事業者については、０．４（定率法）の償却率を適用すること。
　

なお、改定償却率を乗じた償却額を普通償却限度額とした場合、次年度において償却を行う必要がある場合は、普通償却限度額（ム欄）は計算式によらずに前年度と同額とする。
※ 平成２４年４月１日以後に取得した車両：保証率0.10800　改定償却率：0.500

 　(2) 添付書類
　　1.補助対象購入車両減価償却費及び当該購入に係る金融費用の根拠となる証拠書類
　　2.標準仕様ノンステップバスを購入する場合には、認定書の写し
　　3.低床型車両のノンステップ型で、標準仕様以外の車両について補助を受けようとする場合には、その理由を記載した書類
　　4.移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令第４３条に基づく適用除外車両の認定を受ける予定の車両にあっては、その旨を記載した自認書類（２年目以降の車両にあっては、認定書の写し）
　　5.補助対象事業者ごとの、車両購入後の乗合バス事業用車両の状況見込（車両数、平均車令）
　　6.過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

19,574円 204,891円

122,934円 41,188円

194,400円 45,299円

27,180円 32,623円

27,180円 32,623円

19,574円 204,891円

17,299円 324,000円

194,400円 45,299円

8,704 4,353 13,702円 204,891円

1,386 692 19,026円 32,623円

122,934円 41,188円

227 114 92,617円 32,623円

324,000円

56,765円 45,299円

1,924 963 136,080円 45,299円

441 220 110,225円 324,000円

103 52 25,855円 41,188円

14,905 7,453

北近畿

149,382円

北近畿

負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

その他の者 事業者自己負担

370 185 136,080円 204,891円

1,750 874 86,054円 41,188円

24,713円 324,000円

24,713円 合計 2,106,342円

「その他の
者」の具体的

概要ﾏ＋ｱ ｹ＋ｻ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額

補助
ブロッ
ク名

申請
番号

負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の者」の

具体的概要

都道府県 市区町村

負担額 負担割合 負担額 負担割合

補助対象経費（千円） 計画額（千円） 補助ブ
ロック

名

申請
番号

負担者とその負担割合

負担割合
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